
【大学院生用】 

２０２６年度 公益財団法人エンプラス横田教育振興財団 

奨学生募集要項 

（２０２６年４月時点での大学院１～２年生を対象） 

 

１． 概要 

(1) 公益財団法人エンプラス横田教育振興財団は、株式会社エンプラスにより設立された財団であ

り、次世代の科学技術等を担う人材の育成に寄与することを目的とし、日本国内の大学に在籍

し、理科系の学問を専攻する大学院生に対して奨学金の給付を行います。 

(2) 今回募集する当財団の奨学金は、返還の義務はありません。また奨学金の給付を受けても、

入社等の付帯義務を負うものではありません。 

２． 採用人数 

２０２６年度は５名程度を予定 

３． 奨学金の給付月額、期間 

奨学金の対象 給付月額 期 間 

大学院（修士） 

１～２年生 
５０,０００円 

２０２６年４月から卒業迄。但し、条件が満たな

い場合は途中で停止する可能性あり 

（後記参照） 

 

４． 募集条件 

(1) 応募者は下記大学の大学院に在学し、２０２６年４月時点で１～２年生であること 

（おいうえお順） 

 ・東京科学大学：理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、 

環境・社会理工学院 

 ・東京理科大学：理学研究科、工学研究科、創域理工学研究科、先進工学研究科、 

生命科学研究科 

 ・明 治 大 学：理工学研究科、農学研究科、先端数理科学研究科 

指定大学は、各大学の奨学金応募窓口が東京都、神奈川県又は埼玉県に所在する大学の中

から一定の基準（理科系大学院の設置の有無、対象となる学生総数、奨学金制度の充実度に

よる学生ニーズ等）を総合的に勘案し選定しました。 

また、指定大学は年度により変更となる場合があります。 

(2) 申込時点で他の給付型の奨学金給付を受けていないこと 

 

 

 



５． 選考基準 

(1) 大学院で学業を修めるため経済的援助が必要と認められる者 

(2) 心身ともに優れている者 （高い志を持ち、品行が正しく、将来良識ある社会人としての活躍が

期待できる者） 

６． 提出書類 

(1) 奨学生願書（所定様式）･･･応募者を扶養する者(両親や主として家計を支えている者等)の年

収額も併せて記載していただきます（後日、正式な所得証明書類等の提出をお願いする場合

があります。）。 

(2) 写真･･･縦４cm×横３cmで裏面に氏名記入の上、奨学生願書に貼付して下さい。 

(3) 小論文 「将来の夢」･･･大学院で学んだ技術・知識を生かして将来何がやりたいのかを具体的

に記載して下さい（600～800字以内）。 

(4) 奨学金支給申込の理由書（任意の提出） （400字以内） 

(5) 推薦書（任意の提出）･･･大学・学長・教授等の推薦書があれば提出して下さい。 

７． 提出期限 

２０２６年４月１７日（金）までに大学の担当部署宛に提出をお願いします。 

※応募者本人からの直接の問合せ・応募は受け付けておりません。 

必ず大学の窓口を通じて連絡・応募して下さい。 

（大学の担当部署から当財団へのご提出期限は２０２６年４月３０日（木）でお願いします。当日消印

有効。） 

８． 選考 

当財団の選考委員会で決定します（２０２６年５月末迄を目途に選考します）。 

９． 採用決定の通知 

奨学生の採用通知は、大学の窓口を通じて送付します。 

１０．奨学生の義務 

(1) 奨学生は、毎年大学から発行される成績証明書及び生活状況報告書を当財団事務局あてに

提出する必要があります。 

(2) 奨学生は、休学・転学・留年・退学・停学（その他処分）、海外留学又は氏名・住所等の変更の

いずれかが発生した場合には、直ちに大学の窓口を通じて届け出る必要があります。 

(3) 奨学生は、奨学金給付後も当財団の定めた書類を期日までに提出する必要があります。 

(4) 成績不良、素行不良等、当財団の奨学金規定に定める場合には、奨学金の給付を停止又は

廃止する場合があります。 

(5) 奨学生の故意若しくは重大な過失による違約・違反があった場合は、奨学金の一部若しくは全

部を返還請求する場合があります。 

１１．その他 

(1) 奨学生に決定した方に対しては原則として、４月、６月、８月、１０月、１２月、翌年２月に２ヶ月分

の額の奨学金支給を行います。但し、支給初年度の４月支給分（４月分、５月分）は採用決定後

速やかに支給します。 

(2) 奨学金は、本人口座への銀行振込で支給します。 

(3) 応募書類は返却いたしません。 



１２．個人情報に関する取組み 

(1) 提出いただいた個人情報は、当財団の個人情報管理規定に従い適切に管理します。 

(2) 提出いただいた個人情報は、当財団において、奨学金の給付、その他当財団の目的を達成す

るために必要な範囲内で利用させていただきます。 

 

以 上 

 

※ 連絡先  公益財団法人エンプラス横田教育振興財団 事務局 （担当：木立） 

所在地： 埼玉県川口市並木二丁目３０番１号  電話： ０４８－２５０－１３２２ 

 


